
 

 

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表 
 

○愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年３月19日条例第２号）の一部改正―――第１条に係る部分 

新 旧 

（違反行為に対する処置） （違反行為に対する処置） 
第８条 知事は、公の施設の利用者がこの条例その他公の施設の管理

に関する規程に違反した場合又は故意若しくは過失により公の施

設を損傷し、若しくは滅失した場合は、その利用を停止させ、使用
の許可を取り消し、又は原状回復若しくは損害賠償を命ずることが

できる。 
第９条 省略 

第８条 知事は、公の施設の利用者がこの条例その他公の施設の管理

に関する規程に違反した場合又は故意若しくは過失により公の施

設をき損し、若しくは滅失した場合は、その利用を停止させ、使用
の許可を取り消し、又は原状回復若しくは損害賠償を命ずることが

できる。 
第９条 省略 

（指定管理者の指定） （管理の委託） 

第10条 法第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管
理者」という。）の指定を受けようとする法人その他の団体は、そ

の指定を受けて管理を行おうとする公の施設ごとに、申請書に管理
計画書その他知事が定める書類を添えて、知事が定める期日までに

知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請の手続について、あらかじめ、公表しなけれ
ばならない。 

３ 知事は、第１項の規定による申請があつたときは、当該申請に係
る公の施設の管理を適正かつ確実に行うことができると認められ

る法人その他の団体であつて、当該公の施設の設置の目的を最も効

果的かつ効率的に達成することができると認められるものを選定
し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。 

（指定の公示等） 
第11条 知事は、指定管理者の指定をしたとき、又はその指定を取り

消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき

は、当該指定管理者の名称、住所その他の知事が定める事項を公示
しなければならない。 

２ 指定管理者は、その名称、住所その他の知事が定める事項を変更

第10条 法第244条の２第３項の規定に基づき設置の目的を効果的に
達成するため管理を委託することのできる公の施設及び団体は、別

表第３のとおりとする。 



 

 

新 旧 

しようとするときは、変更しようとする日の２週間前までに、その

旨を知事に届け出なければならない。 

３ 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示し

なければならない。 

（指定管理者の原状回復義務等） 

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を

取り消されたときは、その管理をしなくなつた施設又は設備を直ち
に原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を得たとき

は、この限りでない。 

２ 知事は、指定管理者が故意又は過失により公の施設を損傷し、又

は滅失した場合は、原状回復又は損害賠償を命ずることができる。

（過料処分） 
第13条 公の施設の利用について、この条例その他公の施設の管理に

関する規程に違反した者又は故意若しくは過失により公の施設を

損傷し、若しくは滅失した者は、５万円以下の過料に処する。 

２ 省略 

第14条 省略 

（過料処分） 
第11条 公の施設の利用について、この条例その他公の施設の管理に

関する規程に違反した者又は故意若しくは過失により公の施設を

毀
き

損し、若しくは滅失した者は、５万円以下の過料に処する。 

２ 省略 

第12条 省略 
 別表第３（第10条関係） 

  管理を委託し得る

公の施設 

管理を委託し得る団体  

   行事又は集会用施

設 

市町村、公共的団体及び地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第173条の３に規定する法

人 

 

   女性対象総合施設 市町村及び公共的団体  

   環境学習施設 市町村及び公共的団体  

 

 

  民間社会福祉活動
支援施設 

市町村及び社会福祉に関係のある公共的団体  



 

 

新 旧 

  児童福祉施設、身

体障害者施設、母
子福祉施設、知的 

市町村及び社会福祉に関係のある公共的団体 

  障害者援護施設又  

  

  は老人福祉施設  

 

  診療施設 市町村及び公共的団体   

  植物くん蒸施設 市町村、公共的団体及び地方自治法施行令第

173条の３に規定する法人 

 

   企業の技術高度化

若しくは新事業創
出又は情報化支援

施設 

市町村及び公共的団体  

   住宅又は宿泊施設 市町村及び公共的団体  

   物産観光施設 市町村及び産業に関係のある公共的団体  

   観光施設 市町村及び公共的団体  

 

 

  森林公園 市町村及び公共的団体  

  

 

○愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正―――第２条に係る部分 

新 旧 

（指定管理者が管理を行う公の施設）  

第10条 法第244条の２第３項の規定に基づき知事が指定する法人そ
の他の団体（以下「指定管理者」という。）に管理を行わせる公の

施設は、別表第３のとおりとする。 

 （指定管理者の指定） 
第11条 指定管理者                           

        の指定を受けようとする法人その他の団体は、そ
の指定を受けて管理を行おうとする公の施設ごとに、申請書に管理

 
 

 

（指定管理者の指定） 
第10条 法第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管

理者」という。）の指定を受けようとする法人その他の団体は、そ
の指定を受けて管理を行おうとする公の施設ごとに、申請書に管理



 

 

新 旧 

計画書その他知事が定める書類を添えて、知事が定める期日までに

知事に提出しなければならない。 
２～３ 省略 

計画書その他知事が定める書類を添えて、知事が定める期日までに

知事に提出しなければならない。 
２～３ 省略 

第12条～第15条 省略 第11条～第14条 省略 
別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 名 称 目 的 位 置   名 称 目 的 位 置  

 省略     省略    

 愛媛県老人児

童福祉センタ

ー 

老人及び児童の福祉の向上を図るた

め、各種の研修、相談等を行う。 

松山市   愛媛県老人児

童福祉センタ

ー 

老人及び児童の福祉の向上を図るた

め、各種の研修、相談等を行う。 

松山市  

 愛媛県在宅介

護研修センタ
ー 

介護を必要とする高齢者を支えるた

め、その家族、ボランティア等に対し
て在宅介護に関する研修を行うととも

に、介護に関する相談、情報の提供等
を行う。 

松山市       

 愛媛県婦人相
談所 

売春防止法（昭和31年法律第118号）第
34条に規定する業務を行うとともに、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律に規定する配偶者暴
力相談支援センターとして、各般の問

題についての相談、必要な指導、被害
者の一時保護及び情報の提供その他の

援助を行う。 

松山市   愛媛県婦人相
談所 

売春防止法（昭和31年法律第118号）第
34条に規定する業務を行うとともに、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律に規定する配偶者暴
力相談支援センターとして、各般の問

題についての相談、必要な指導、被害
者の一時保護及び情報の提供その他の

援助を行う。 

松山市  

 省略     省略    

別表第２ 省略 別表第２ 省略 
別表第３（第10条関係）  

 愛媛県在宅介護研修センター   

  



 

 

○愛媛県港湾管理条例（昭和28年10月20日条例第47号）の一部改正―――第３条に係る部分 

新 旧 

（管理の委託） （管理の委託） 
第15条の２ 港湾施設（前条ただし書に規定する港湾施設を除く。）

の管理は、当該港湾の存する市町村に委託する。 

第15条の２ 港湾施設（前条ただし書に規定する港湾施設を除く。）

の管理は、当該港湾の存する市町村に委託する。 

２ 省略 ２ 省略 
  第15条の３ 前条第１項の規定にかかわらず、知事は、知事が定める

港湾施設の管理を地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第173
条の３に規定する法人に委託することができる。 

 

○愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例（昭和32年４月１日条例第19号）の一部改正―――第４条に係る部分 

新 旧 

（設置） （設置） 
第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第30条の規定に基づき、愛媛県教育委員会の所管する教育

機関を別表  のとおり設置する。 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第30条の規定に基づき、愛媛県教育委員会の所管する教育

機関を別表第１のとおり設置する。 
 （管理の委託） 

 第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規
定に基づき設置の目的を効果的に達成するため管理を委託するこ

とができる教育機関及び団体は、別表第２のとおりとする。 

第３条 省略 第４条 省略 
別表  （第１条関係） 別表第１（第１条関係） 

 名称 目的及び事業 位置   名称 目的及び事業 位置  

 省略     省略    

 別表第２（第３条関係） 

   管理を委託することができ
る教育機関 

管理を委託することができる団体  

 

 

  愛媛県武道館 市町村及び公共的団体  

       

 



 

 

○愛媛県外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成11年３月19日条例第４号）の一部改正―――第５条に係る部分 

新 旧 

（包括外部監査契約に基づく監査） （包括外部監査契約に基づく監査） 
第２条 県と法第252条の27第２項に規定する包括外部監査契約を締

結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると

認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。 

第２条 県と法第252条の27第２項に規定する包括外部監査契約を締

結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると

認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。 
(1)～(4) 省略 (1)～(4) 省略 

(5) 県が法第244条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を 行
わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に

係るもの 

(5) 県が法第244条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を 委
託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託   に

係るもの 

 

○愛媛県個人情報保護条例（平成13年10月16日条例第41号）の一部改正―――第６条に係る部分 

新 旧 

（委託に伴う措置等） （委託に伴う措置等） 

第14条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以

外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を
受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明ら

かにしなければならない。 

第14条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以

外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を
受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明ら

かにしなければならない。 
２ 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
３ 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者

は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。 

４ 前３項の規定は、実施機関が地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項の規定に基づき同項の指定管理者に公の施設の
管理を行わせる場合について準用する。 

３ 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者

は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。 

（個人情報の開示義務等） （個人情報の開示義務等） 
第17条 省略 第17条 省略 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報について



 

 

新 旧 

は、開示しないものとする。 は、開示しないものとする。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 
(4) 法令等の規定により開示することができない個人情報及び地

方自治法          第２条第９項に規定する法定受

託事務に関して、主務大臣等から個人情報の本人に開示してはな
らない旨の明示の指示がある個人情報 

(4) 法令等の規定により開示することができない個人情報及び地

方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第９項に規定する法定受

託事務に関して、主務大臣等から個人情報の本人に開示してはな
らない旨の明示の指示がある個人情報 

(5)～(9) 省略 (5)～(9) 省略 

 

○ファミリーハウスあい利用料金条例（平成15年３月18日条例第23号）の一部改正―――附則第４項に係る部分 

新 旧 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第１条 ファミリーハウスあい（以下「ファミリーハウス」という。）
を利用する者は、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を管理受託者（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一
部を改正する条例（平成15年愛媛県条例第 号）第１条の規定によ

る改正前の愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年

愛媛県条例第２号）第10条の規定に基づきファミリーハウスの管理
の委託を受けた者をいう。以下同じ。）に納付しなければならない。

第１条 ファミリーハウスあい（以下「ファミリーハウス」という。）
を利用する者は、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を管理受託者（                       
                              

     愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年

愛媛県条例第２号）第10条の規定に基づきファミリーハウスの管理
の委託を受けた者をいう。以下同じ。）に納付しなければならない。 

２～３ 省略 ２～３ 省略 

 


